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立り
っ
ち
ゅ
う
さ
い

柱
祭
と
上
棟
祭

　
八
月
十
七
日
、
基
礎
・
石
工
事
を
終
え
た
社

殿
建
設
地
に
お
い
て
、
総
代
が
見
守
る
中
、
建

築
の
成
功
を
祈
念
し
て
、
柱
を
立
て
る
立
柱
祭

が
執
り
行
わ
れ
、
工
匠
が
槌
打
ち
の
儀
を
奉
仕

し
た
。

　
次
い
で
九
月
五
日
、
新
社
殿
の
棟む
な
ぎ木
を
上
げ

る
に
当
た
り
、
家
屋
の
神
と
工
匠
の
神
を
祀
っ

て
こ
れ
か
ら
先
永
く
社
殿
に
災
い
が
無
い
事
を

祈
念
し
て
上
棟
祭
が
執
り
行
わ
れ
た
。

　
当
日
は
、
総
代
や
氏
子
三
〇
〇
人
が
見
守
る

中
、
神
職
、
伶れ
い
じ
ん人
（
楽
人
）、
工こ
う
し
ょ
う匠（
大
工
）
合

わ
せ
て
十
九
名
の
奉
仕
に
よ
り
、
祭
典
が
執
行

さ
れ
、
上
棟
の
儀
で
は
「
祓
い
弓
の
儀
」、「
博は
か

士せ

杭く
い

打
ち
の
儀
」、「
曳ひ
き
づ
な綱
の
儀
」、「
槌つ
ち
う
ち打
の
儀
」、

「
万
歳
三
唱
」、「
散さ
ん
ぺ
い餅
・
散さ
ん
せ
ん銭
の
儀
」が
行
わ
れ
た
。

　
曳
綱
の
儀
で
は
、
早
島
幼
稚
園
、
同
保
育
園

の
園
児
一
〇
〇
名
が
棟
木
に
付
け
ら
れ
た
紅
白

の
綱
を
曳
い
て
中
央
の
棟
ま
で
棟
木
を
上
げ
た
。

　
祭
典
終
了
後
、
境
内
に
集
ま
っ
た
氏
子
に
仮

設
舞
台
か
ら
建
設
委
員
や
工
匠
が
奉
祝
の
餅
ま

き
を
行
っ
た
。

（祓い弓の儀を奉仕する工匠）

１
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社
殿
建
設
の
様
子

　
七
月
十
六
日
に
基
礎
工
事
、
八
月
十
二
日
に

石
工
事
を
終
え
た
敷
地
に
建
築
用
材
が
次
々
に

運
び
込
ま
れ
、
八
月
十
七
日
に
は
柱
を
立
て
る

立
柱
祭
を
行
い
、
九
月
五
日
に
は
棟
木
を
上
げ

て
め
で
た
く
上
棟
祭
を
執
行
し
た
。

　
翌
日
か
ら
は
、
長
期
に
渡
る
工
事
の
た
め
に

覆お
お
い
や屋
が
組
ま
れ
、
年
末
に
か
け
て
隅す
み
ぎ木
、
破は
ふ
う風
、

向こ
う
は
い拝
、
屋
根
工
事
等
が
行
わ
れ
る
。

新社殿前に於いて執行された上棟祭

立てられた柱とその上に乗る船肘木（ふなひじき）

檜の柱（6 寸）に組み込まれる胴差し

丸柱に組み込まれる虹梁（こうりょう）

立柱祭執行（8 月 17 日）

曳綱の儀で棟木を曳く園児参拝の氏子に奉祝の餅撒きが行われた境内
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神
道
Ｑ
＆
Ａ

【
質
問
】

　
鶴
﨑
神
社
は
早
島
町
に
あ
る
の
に
何
故
、
豊

洲
や
中
帯
江
の
倉
敷
市
に
住
ん
で
い
る
人
も
氏

子
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

【
答
え
】

　
氏
子
と
は
、
あ
る
地
域
社
会
住
民
と
し
て
、

そ
の
土
地
の
神
社
に
対
し
て
宗
教
生
活
上
の
帰

属
関
係
を
持
つ
人
を
指
し
、
そ
の
神
社
を
氏
神

と
呼
び
ま
す
。

　
氏
子
と
氏
神
の
関
係
は
日
本
に
お
け
る
敬
神

崇
祖
観
念
と
郷
土
意
識
と
の
結
合
に
よ
っ
て
、

神
社
祭
祀
の
上
に
生
じ
た
自
生
的
な
宗
教
情
操

が
そ
の
基
調
を
な
し
、
地
域
社
会
の
共
同
体
祭

祀
を
支
え
る
制
度
的
習
俗
を
な
し
て
い
ま
す
。

　
当
社
の
氏
子
区
域
で
あ
る
早
島
、
豊
洲
、
中

帯
江
は
安
土
桃
山
時
代
、
岡
山
城
主
宇
喜
多
秀

家
に
よ
り
干
潟
の
開
墾
が
行
わ
れ
、
江
戸
時
代

に
入
る
と
戸
川
氏
が
庭
瀬
藩
主
と
な
り
、
や
が

て
撫
川
、
早
島
、
帯
江
に
領
地
が
分
割
さ
れ
、

干
拓
や
新
田
開
墾
に
よ
り
、
次
々
と
村
が
誕
生

し
ま
し
た
。

３

　
特
に
、
早
島
知ち
ぎ
ょ
う
し
ょ

行
所
と
帯
江
知
行
所
と
は
協
力

し
て
新
田
開
発
に
あ
た
っ
た
た
め
に
、
早
島
領
と

帯
江
領
と
は
複
雑
に
交
わ
り
、
両
領
の
住
民
は

当
時
帯
江
領
で
あ
っ
た
鶴
﨑
神
社
を
総
氏
神
と
し

て
氏
子
に
加
わ
っ
て
行
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
寛
政
〜
慶
応
に
か
け
て
の
氏
子
区
域
は
次
の
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

早
島
領

　
東
分
（
塩
津
・
無
津
・
市
場
）、
西
分
（
塩
地
・

　
頓
行
・
長
津
）、
金
弾
（
金
田
）、
中
帯
江
、
西

　
田
、
前
潟
、
高
沼
（
帯
高
）、
高
須
賀
。

帯
江
領

　
五
日
市
、
亀
山
、
高
沼
（
早
高
・
帯
高
）、
宮
崎
、

　
前
潟
。

　（
前
潟
村
及
び
高
沼
村
は
両
領
に
ま
た
が
っ
て

　  
い
ま
し
た
。）

　
ま
た
、
明
治
四
年
、
太
政
官
布
告
の
「
郷
社
定

則
」
に
は
、
同
年
制
定
の
戸
籍
法
に
基
づ
く
戸
籍

区
（
一
区
当
た
り
一
千
戸
）
毎
に
「
郷
社
」（
神

社
の
社
格
で
県
社
の
下
に
位
置
す
る
。）
を
置
き

区
内
全
住
民
を
氏
子
と
す
る
よ
う
指
示
が
出
さ
れ

ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
歴
史
か
ら
、
倉
敷
市
の
五
日
市
、

中
帯
江
、
西
田
、
亀
山
、
早
高
、
高
須
賀
、
帯
高

は
当
社
の
氏
子
と
な
っ
て
い
ま
す
。

七 

五 

三 

祈 

祷

　
七
五
三
は
子
供
の
無
事
な
発
育
を
喜
び
、

な
お
一
層
の
成
長
を
願
っ
て
氏
神
さ
ま
に
詣

で
る
行
事
で
す
。

　
古
来
は
、
男
女
三
歳
で
髪
置
き
の
祝
い
、

男
児
五
歳
で
袴
着
の
祝
い
、
女
児
七
歳
で
帯

解
き
の
祝
い
を
行
っ
た
こ
と
に
由
来
し
ま

す
。

　
ご
祈
祷
の
方
に
は
御
守
り
、
飴
、
そ
の
他

を
授
与
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
記

♦
十
一
月
十
五
日
（
土
）・
十
六
日
（
日
）

の
両
日
は
随
時
奉
仕
致
し
ま
す
の
で
、
祈
祷

さ
れ
る
方
の
予
約
は
い
り
ま
せ
ん
。

♦
そ
の
他
の
日
に
祈
祷
を
希
望
さ
れ
る
方
は

前
も
っ
て
ご
予
約
下
さ
い
。

秋祭りの予定
10 月 18 日午前 10 時〜

秋季大祭（供膳祭）
10 月 19 日午前 9 時〜

神幸祭
午前 8 時　執行の花火
午前 9 時　出発の花火
午後 2 時半　還御
鬼の数も増えましたの
で沿道で奉拝下さい。
　　　　　（雨天中止）
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祭
事
暦

　  

諸
祈
祷
・
出
張
祭
の
案
内

　
当
社
で
は
左
記
に
よ
り
随
時
ご
奉
仕
致

し
て
お
り
ま
す

♦
初
宮
詣
・
交
通
安
全
・
厄
除
・
安
産
・

　
家
内
安
全
・
当
病
平
癒
・
そ
の
他

♦
地
鎮
祭
・
上
棟
祭
・
家
移
清
祓
・
宅
神
祭
・

　
神
葬
祭
等

ご
希
望
の
方
は
前
も
っ
て
ご
連
絡
下

さ
い
。

十
月
十
八
日
（
土
）［
午
前
十
時
］

　
　
秋
季
大
祭
【
供
膳
祭
】（
露
店
あ
り
）

十
月
十
九
日
（
日
）［
午
前
九
時
］　
　
　

　
　
神
幸
祭

十
一
月
中
　
七
五
三
祈
祷

十
一
月
二
十
三
日
（
日
）［
午
後
二
時
］　

　
　
新
穀
感
謝
祭

毎
月
一
日
（
午
前
九
時
）
月
次
祭

※
月
次
祭
に
お
詣
り
の
方
は
、
拝
殿
に
　

ご
昇
殿
下
さ
い
ま
し
て
祭
典
に
参
列
し
て

下
さ
い
。

４

社
殿
の
棟
札

　
当
社
の
社
殿
は
、明
治
二
十
八
年
五
月
十
九
日
・

二
十
日
に
上
棟
祭
を
行
っ
た
事
が
棟
札
に
記
さ

れ
て
い
る
。

　
当
時
建
設
さ
れ
た
建
物
は
、幣
殿
二
棟
、拝
殿
、

神
饌
殿
、
社
務
所
で
こ
の
再
建
に
よ
り
双
そ
う
で
ん
づ
く
り

殿
造

り
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
棟
札
の
裏
面
に
は
、
主
だ
っ
た
氏
名
が
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

都つ
う
く
ぼ
や

宇
窪
屋
郡
長
　
武
知
高
吉

早
島
村
長
　
納
所
勇
　
　
豊
洲
村
長
　
木
村
卓
爾

江
島
村
長
　
平
田
義
策
　
帯
江
村
長
　
尾
﨑
良
齋

事
務
総
括
兼
出
納
　
納
所
勇

改
築
委
員
　
河
合
永
三
　
藤
原
次
作

大
工
棟
梁
　
松
田
友
吉
直
道
　

　
棟
札
は
、
建
造
物
の
記
録
を
後
世
に
残
す
と
い

う
意
味
で
、
貴
重
な
資
料
と
な
る
。

銅
板
寄
進
の
お
願
い

明
治
二
十
八
年
の
棟
札
（
表
面
）

明
治
二
十
八
年
の
棟
札
（
裏
面
）

平
成
二
十
年
の
棟
札
（
表
面
）

平
成
二
十
年
の
棟
札
（
裏
面
）

　
上
棟
祭
も
無
事
終
了
し
、
今
秋
か
ら
社
殿

建
設
工
事
が
本
格
化
さ
れ
ま
す
。

　
当
社
で
は
、
新
し
い
社
殿
に
葺
く
銅
板
の

ご
寄
附
を
お
願
い
致
し
て
お
り
ま
す
。

　
銅
板
の
大
き
さ

　
幅
十
八
セ
ン
チ
×
長
さ
四
十
五
セ
ン
チ

　
銅
板
に
は
お
名
前
等
を
記
入
下
さ
い
。

一
枚
　
二
、〇
〇
〇
円

神
社
社
務
所
に
て
随
時
受
付
致
し
て
お
り
ま

す
。
　


